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固定資産税のあらまし 

◇固定資産税とは，毎年 1 月 1 日に土地，家屋，償却資産（これらを総称して固定資産とい

います。）を所有している方にかかる税金のことです。なお，市街化区域内にある土地及び

家屋は，都市計画税も対象となります。 

◇固定資産税を納める人は，原則としてその固定資産の所有者です。 

◇納める税額は，「課税標準額×税率（固定資産税の税率 1.4%，都市計画税の税率 0.2%）」

となります。 

 ※課税標準額とは，固定資産を評価し，その価格を決定し，その価格をもとに算定したも

のです。 

～よくある Q＆A～ 

Q：課税の対象となる家屋の要件は？ 

A：原則として土地に定着し，屋根があり，周壁

が三方以上で囲われており，室内の高さが

1.5ｍ以上のものです。増築や物置の新築な

ども課税の対象となります。 

Q：売買や相続などで土地・家屋の所有者の名義

を変更する場合はどこで手続きするの？ 

A：・土地・登記がある家屋 

⇒法務局 

・登記がない家屋 

⇒市役所 

 

 

Q：家屋を取り壊した場合の手続きは？ 

A：家屋の全部又は一部を取り壊した場合は届

出が必要です。 

・登記がある家屋 

⇒法務局にて滅失登記の申請 

・登記がない家屋 

⇒市役所にて「滅失家屋申告書」の提出 

※年の途中で取り壊された家屋 

⇒その年度は課税対象 

 

 

Q：納税義務者が死亡した場合の手続きは？ 

A：・市役所にて「相続人代表者指定届兼固定資

産現所有者申告書」の提出 

・法務局にて相続登記の手続き 

 

 

Q：償却資産を所有している場合の手続きは？ 

A：毎年 1月 1日に所有している償却資産につ

いて，1月 31日までに「償却資産申告書」

の提出が必要です。            

 
 



 

 

 

◇課税明細書は納税通知書に同封し，毎年 4 月初めに発送しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資産税課  ☎ 059-382-9007  📠 059-382-7604 

Mail：shisanzei@city.suzuka.lg.jp 

課税明細書の見方 


